
令和６年６月５日 

 

週休２日適用工事等の積算に係る留意事項について（お知らせ） 

 

週休２日適用工事等実施要領については、令和６年６月１日より一部改正をしています。 

実施要領の切替わる時期の予定価格の算出については、経費等の補正の取扱いが単価適用日により異な

るので、留意してください。 

 

指名・公告等が令和６年６月１日以降で、単価適用日が「06.05.01」以前を適用し、予定価格を算出して

いる工事又は地域維持業務 

【工事の場合】 

「週休２日適用工事等実施要領（令和６年４月１日一部改正）」を適用し、この実施要領に基づいた経

費等の補正を行っています。 

【地域維持業務の場合】 

週休２日適用工事として積算していないため、経費等の補正を行っていません。 

 

なお、単価適用日が「06.06.01」以降を適用し、予定価格を算出している工事又は地域維持業務について

は、「週休２日適用工事実施要領（令和６年６月１日一部改正）」を適用し、この実施要領に基づいた経費等

の補正を行っています。 

 

次の総括情報表（例）の赤枠箇所をご確認ください。 

  【工事の場合】 

 

 

  【地域維持業務の場合】 

 

 

実施要領（令和６年４月１日一部改正）の 

【４週８休以上】に基づいた経費等の補正を

行っています。 

週休２日に係る経費等の補正は行っていません。 



参考 

週休２日適用工事等実施要領（令和６年４月１日一部改正）  週休２日適用工事等実施要領（令和６年６月１日一部改正） 

 

 

 

 

週休２日適用工事等実施要領の掲載先 

広島県の調達情報＞トップページ＞入札・契約制度＞入札・契約制度関係要綱 

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k01/k01nyusatu-keiyaku02.html 

※この実施要領では、地域維持業務については、 

対象外です。 


